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京都府の医療資源分布状況（二次医療圏別） 
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医療施設の分布（二次医療圏別） 
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（単位：人口10万あたりの数） 

資料：医療施設調査（平成20年） 

資料：病院報告（平成２０年） 

資料：医師・歯科医師・薬剤師調査（平成20年） 
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老後も安心して暮らせる地域包括ケアシステム推進プラン

検討委員会名 地域包括ケア実施委員会

担 当 部 課 健康福祉部 高齢者支援課

現 状 と 課 題 2025年には「団塊の世代」が75歳を迎え高齢者が急増することによって、

独居、夫婦二人暮らしの高齢者世帯が全世帯の4分の1を占めると推計されます。

多死化社会が到来し、高齢者の孤立化が進むことも危惧されます。

このような状況の中、介護保険の利用者からの「医療と介護の連携が必要」と

の意見や、サービスの現場からも「個人的なネットワークや経験頼みになってい

る」という声があり、医療、介護、福祉の各分野のコーディネート機能が別立て

となっているなど連携不足が指摘されています。

また、内閣府の調査（「高齢者の健康に関する意識調査」Ｈ21.3）によると、

「終の棲家は在宅で」と考えている方が約半数を占めるものの、「家族の負担」

「急変時の不安」から、現実には約8割が医療機関で亡くなっている状況にあり、

在宅療養を支える資源の整備が急務です。

【 参 考 】 ２０１０年 ２０２５年

高齢化率 （京都府） ２３％ → ３０％

独居、高齢夫婦世帯（京都府） ２３万世帯 → ２８万世帯

認知症高齢者 （全 国） ２００万人 → ３２３万人 ※

（※ 高齢者介護研修会報告書Ｈ15.6）

【 課 題 】
▲

在宅医療・介護・福祉を支える各サービス基盤の充実強化

▲

医療、介護、福祉の各分野における連携強化及び人材育成

高齢者の方が介護や療養が必要となっても、地域と関わりを持ちながら、自分

の意思で生活の場を選択できるような環境整備が必要であり、個人の尊厳が尊重

される社会の実現が求められます。

Ⅰ 目指すべき姿
新規施策と期待

目指すべき姿：京都式地域包括ケアシステムが実現される社会される効果

高齢者が住み慣れた地域で、医療、介護、福祉のサービスを組み合わせること
で24時間、365日安心して暮らせる社会。

－医療・介護・福祉一体型のあんしん社会－

このような社会を実現するためには、生涯にわたり健康を保つ介護予防から、

どのようにして望む終末期を過ごしていくのか、までを包括的に支えるシステム

が必要となります。それを支えるシステムが「京都式地域包括ケアシステム」です。

本プランではその第1段階として、医療、介護、福祉が一体となって、介護や

療養が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるためのシステム作りを

目指すものです。

併せて地域包括ケアシステムの一環として行われる「総合リハビリテーション

推進プラン」により、住み慣れた地域で安心して、いきいきと暮らせるようにす

るため、リハビリテーションの充実を一体的に進めることとします。
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個別的ケア…高齢者の個別ニーズにあわせて

包括的ケア…必要な情報、サービスを包括的に、ワンストップで

継続的ケア…長期間にわたり、切れ目なく継続的に

医療・介護・福祉が連携し、チームケアを実現

京都式地域包括ケアシステムの実現に向けて（第１ステージ）

１ 4つの領域を充実強化

〈在宅医療サービス〉かかりつけ医、訪問看護ステーション等を充実

〈在宅医療サービスのバックアップ体制〉地域包括ケア支援病院（仮称）の指

定、認知症疾患医療センターの設置

〈在宅介護サービス〉小規模多機能施設、訪問介護など中重度の要介護者が地

域で安心して暮らせるサービス等の充実

〈見守り、生活支援サービス〉社会福祉協議会、社会福祉法人、ＮＰＯ等を

支援

２ 安心して暮らせる「すまい」の整備促進

３ 各領域をつなぐ「扇のかなめ」（ネットワーク）の機能強化及び人材の育成

４ 「京都式」地域包括ケアシステムを支える機能の構築

4つの領域を充実し、各領域間の連携を強化することにより、本人の意思を尊

重し、希望すれば誰でも住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を目指します。

Ⅱ 計画期間

目標達成年次 ２０２５年

・第1ステージ ２０１０年～２０１３年（４年間）

・第2、第3ステージ （３～５年スパンで実施）

Ⅲ 施策の方向

１ ４つの領域を充実強化

①在宅療養を支える医療サービスの充実
在宅医療サービスを充実することで、中重度の介護を必要とする方や、在宅

での療養を望む方が在宅で終生過すことを可能にする条件を整備します。
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《かかりつけ医への支援方策》
◇「ドクターズネット」を構築・支援…在宅医療を専門的に行う診療所と、

かかりつけ医機能を有する診療所間のネットワークにより、24時間、365日

在宅療養支援診療所機能の向上、拡大

◇かかりつけ医紹介システムなど在宅医療サポートセンター（府医師会）の

充実を支援

《訪問看護の充実方策》
◇複数の訪問看護ステーションを束ねる基幹ステーションを設置し、規模を

拡大

◇訪問看護ステーションのサテライト化を進め、身近な地域で看護ケアを

提供

◇訪問看護ステーションみなし指定制度の創設（国へ提案）…一定数以上の

看護師を配置する訪問介護事業所を訪問看護ステーションに指定し、訪問

看護ステーションを増加、看護と介護の連携を促進

◇医療系サービス（訪問看護、訪問リハ等）を介護サービス支給限度額の対象

外に（国へ提案）…医療系サービスを支給限度額対象外とし、訪問介護等

との役割分担を明確にした上で、使い控えを緩和

《その他の支援方策》
◇歯科用ポータブルユニット等の整備…在宅療養中でも口腔ケアを充実

◇薬剤師等との連携強化

②在宅医療サービスを支えるバックアップ体制整備
在宅療養を困難にする原因となっている「家族の負担」「急変時の不安」を

軽減するとともに、在宅療養を支える医療関係者を支援します。

《在宅医療への支援方策》
◇「地域包括支援病院（仮称）」の指定…在宅医療の後方支援として、かか

りつけ医等をサポートするとともに、家族の在宅介護の負担を軽減

・在宅療養の急変時に対応できる緊急のベッドの確保

◇退院調整機能（地域連携室）の強化…退院調整看護師、医療ソーシャルワ

ーカーの資質向上とネットワークづくりを支援

◇医療的ケアの必要な利用者向けのショートステイの拡充（国へ提案）…

新たにショートステイの専用ベッドを確保。介護老人保健施設、介護療養

型医療施設、有床診療所等にショートステイのベッドを確保し、新たに併

設型ショートステイ制度やレスパイト制度を創設

《認知症患者への支援方策》
◇認知症疾患医療センターの設置…認知症かかりつけ医のバックアップ、認

知症患者の合併症対応を支援
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◇地域包括支援センターに認知症専門職員を配置し、認知症疾患医療セン

ターと連携強化

◇認知症を熟知したかかりつけ医の養成

・かかりつけ医対応力向上研修

・認知症サポート医研修

◇在宅療養が困難な認知症の人の受け入れ先の確保…グループホーム等

③在宅介護サービスの充実
地域密着型の在宅介護サービスをはじめとする、在宅介護サービスの基盤を

整備するとともに、医療と介護の連携を推進します。

《中重度の要介護者でも在宅生活が可能となる方策》
◇小規模多機能型居宅介護事業所、グループホーム等地域密着型事業所の整

備、充実

◇24時間地域巡回型訪問サービス事業の創設

《レスパイト機能の充実方策》
◇緊急ショートステイの拡充(国への提案)…小規模多機能型居宅介護事業所

の空室を利用した、登録者以外の緊急ショートステイ事業を提案

◇お泊まりデイサービスの検討

《介護保険施設における在宅機能の充実方策》

◇地域包括ケアに資する整備を行う介護保険施設への支援…介護保険施設に

連携相談機能等を設置し、地域密着型サービスの展開

④見まもり、生活支援サービスの充実
独居等の増加により地域で孤立する高齢者の増加が予想される状況を踏ま

え、地域で高齢者を支える仕組みを作るとともに、介護保険になじまないもの

の生活の「質」を維持するために必要なサービスの提供体制を構築します。

《生活支援サービスの充実方策》
◇ナイトサービス（独居に不安のある比較的自立度の高い高齢者のサポート）

等あんしんを支えるサービスの整備

◇「あんしんサポーター」を養成…高齢者の相談を身近で受ける人材を養成

し、身近な地域の相談場所やサロン等で、高齢者の日常生活を支援するた

め、様々な機会をとらえて介護や福祉サービスの情報提供を実施するほか、

特にひとり暮らしの方の日常の見 まもりや、日常生活の様々な手続き等

のアドバイス等により、漏れ落ち等を防止

◇「暮らしのサポートコーディネータ」の設置…地域包括支援センターと連

携して地域の生活支援サービス情報の収集・提供

◇ファミリーサポートセンターの機能に、高齢者家庭の支援サービスを付加
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《見まもりサービスの充実方策》
◇認知症の方の見まもり体制の充実…認知症キャラバンメイトや認知症サポ

ーターの養成など、徘徊高齢者の捜索・通報・保護や見まもり活動等を行

うボランティアを幅広く育成し、地域の徘徊・見まもりＳＯＳ機能を強化

◇人と情報の集まる「いきいきふれあいサロン」の充実…小学校区に最低

1つの「サロン」を設置し、高齢者だけでなく、障害者、子育て世代も気

軽に集まれる場を提供

◇高齢者見まもり体制の充実…ITシステムの活用や社会福祉協議会、社会福

祉法人、ＮＰＯ等と協働して高齢者を地域で支えるネットワークを強化

２ 安心して暮らせる「すまい」の整備促進

在宅で生活するためには、まず居住環境の確保が先決です。独居であって

も、要介護状態であっても、低所得であっても、安心して暮らせるすまいを確

保します。

◇「高齢者あんしんサポートハウスの整備」…独居等自立生活に不安のある

者を支えるために、医療・介護・福祉が連携したサービスが利用できるよ

うなすまいを確保

・ 独居の方へ医療・介護・福祉サービスを提供

◇公営住宅における医療・介護・福祉サービスの提供…公営住宅と地域包括

支援センターが連携し、医療や介護・福祉サービスを提供

◇医療・介護と連携したサービス付き高齢者向け賃貸住宅などの普及促進等

◇住宅金融支援機構の融資制度を利用した、リバースモーゲージ制度を活用

したすまい確保対策の推進

３ 各領域をつなぐ「扇のかなめ」（ネットワーク）の機能強化及び人材の育成

①ネットワークづくりと人材の育成
医療、介護、福祉の連携不足は、サービス利用者である高齢者とその家族か

らも、サービス現場も課題との指摘があります。ネットワークのかなめとなる

地域包括支援センターへの支援を強化することで、サービスのネットワークを

強化し、安心して在宅で療養できる環境をつくります。

《ネットワークへの支援方策》
◇特区申請（継続）に加え、先行的に地域包括支援センターの強化を図り、

「介護予防マネジメント業務」を軽減することで地域ネットワークづくり

を推進し、地域包括ケアを充実

◇地域包括支援センターが、地域の実情に応じて既存の資源（特別養護老人

ホーム、グループホーム、在宅介護支援センター等）と連携して、地域包

括ケアを推進
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◇医療的ケア、認知症対応、低所得者問題、虐待対応などの困難事例に対し、

地域包括支援センターが中心となって、医療、介護、福祉の各サービスを

包括的に提案する「地域包括ケアプラン（仮称）」づくりを推進

◇認知症クリティカルパス（仮称）の導入…認知症専門医とかかりつけ医等

の認知症医療連携及びケアマネジャー等との介護の連携、また、地域で生

活を支える人たちとの連携など、包括的に支えるパスを作成し、本人と家

族を支援

◇「ドクターズネット」を構築・支援…在宅医療を専門的に行う診療所と、

かかりつけ医機能を有する診療所のネットワークにより、24時間、365日

在宅療養支援診療所機能の向上、拡大(再掲)

《人材養成の充実方策》
◇在宅医療を担当する医師、訪問看護師、病院医等の合同研修会の開催

◇特別養護老人ホーム入所者への安心・安全な医療的ケアの提供…医療的ケ

ア実施に向けた指導者研修、サポート体制の構築

◇医療職、介護職それぞれに対して他領域の研修を実施し、在宅高齢者を支

える人材を育成

◇介護人材４，０００人の確保

◇学校教育と連動したキャリア教育の推進

◇潜在人材の現場復帰プログラムの充実と保育の確保

◇資格、経験に基づくキャリア・アップ制度の検討

②地域包括ケアシステム実現に向けた支援方策
地域により異なる資源、ニーズに対応するため、各地域の実情に応じた支援

が重要です。

また、地域で高齢者を支える生活支援サービスについては、各市町村が主体

的に取り組んでいく必要があります。

◇地域の実情にあわせた地域包括ケアシステムの実現を目指す支援制度を創設

４ 「京都式」地域包括ケアシステムを支える機能を構築

「京都式」地域包括ケアシステムを実現するため、医療・介護・福祉の各関

係機関と連携し、地域包括ケアを支援する仕組みを構築します。

◇京都地域包括ケア推進センター（仮称）の設置

・京都式地域包括ケアシステムの実現に向けて、関係各機関が連携し、

オール京都体制で事業を展開

・京都府医師会「トレーニングセンター」や府リハビリテーション支援

センターとも密接に連携し、地域包括支援センター等を支援
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◇京都地域包括ケア推進センター（仮称）のブランチの設置…保健所単位

でのブランチによるサポート体制の整備

５ 本プランの今後の展開

高齢者の方が高齢期をいきいきと健やかに過ごしていくためには、介護予防

の取組が重要です。一方で自らの終末期をどのように迎えるかを主体的に決定

し、それに沿ったケアを行うターミナルケアについても、今後重要性が増して

いくことから、京都府としてこれらについての検討を進めていきます。

なお、介護予防については、現在、国において見直しが進められていること

から、その動向を見ながら進めることとします。

また、その高齢者の方を支えていく家族介護者が、高齢者への敬意を持って

介護に当たっていけるよう、介護者自身を支える方策の検討や、高齢者、特に

認知症の方やその家族への社会全体での理解を深めていくため、今後具体的な

方策について、検討を進める必要があります。

さらに、医療、介護、福祉の各分野でサービスの「質」や生活の「質」を意

識し、「京都式」地域包括ケアシステムを支える、各分野のリーダー的な人材

の育成方策についても検討を進めます。

検討委員からの ■医療関係

主な意見 在宅療養支援診療所は大変重要だが、要件基準のハードルが高い

介護保険対象者の退院調整加算が新設されたことで病院側が退院調整に積極的

になってきており、今後は、退院調整部門をサポートすることが大事

訪問看護ステーションの看護師が病院に戻されているという現状がある

訪問看護師が不足しており、潜在的な人材の現場復帰のための方策が必要

■ネットワーク関係

ケアマネジャーと医師や訪問看護師とのコミュニケーションに問題がある

基礎資格が福祉職であったケアマネジャーが約７割を占め、医療知識が不足の傾向

「連携」よりもさらに密接に協力するというイメージを出すために、「一体と

なって」としてはどうか

「特養施設等」を「介護保険施設」とする方が適当な表現ではないか

医療介護福祉の各界でリーダーとして活躍できる人材の育成など、今まで

の枠にとらわれない人材育成や家族介護者を中心に据えた展開等も考える必要

があるのではないか

■認知症関係

中重度の認知症患者の行き場がないのが現状

本人を身近にケアしていく家族の心を支える仕組みが必要

認知症の人を支えるには、小規模多機能型居宅介護事業所が欠かせない存在

小規模多機能を普及させるためには介護報酬を上げないと採算が合わない

認知症を看られる施設として介護療養病床が適しているのではないか

■生活支援サービス

老老介護や高齢の母と障害を持った息子の世帯等、ケースが複雑化している

就労、家族、将来の生活等様々な問題に対し広く受け止める仕組みが必要

見まもりサービスについて、同じような内容の記載があり、一本化できないか

ふれあいいきいきサロン設置については、すでに社協が高齢者いきいきサロン

活動をしているところもあることから「充実」に変更してはどうか

■地域包括支援センター

地域包括支援センター業務では、予防給付ケアプラン作成でかなり手を取られ

ており、地域に出て行き、コーディネートするところまでは出来ていない
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プラットホー ■「医療と介護福祉サービス連携協議会(Ｈ20設置)」を設置

ムなど現場から 医療と介護福祉サービスを一体的重層的に提供する体制の構築を検討

のニーズ、提案、 計６回の開催の中で、現状と課題を整理し、連携ツールやネットワークの素案

検証結果等 を作成（４つのハート）

■地域包括支援センターをはじめ各サービス事業所から現場での課題等の聴き取り

■各市町村の現状について意見交換（府内4カ所）
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総合リハビリテーション推進プラン

検討委員会名 京都府総合リハビリテーション推進プラン検討会

（京都府地域リハビリテーション連携推進会議）

担 当 部 課 健康福祉部 健康対策課

○府立医科大学附属病院内に府リハビリテーション支援センター、各二次医療圏現 状 と 課 題

に地域リハビリテーション支援センターを設置し、地域での連携体制の構築や

人材育成を図ってきた。

○急性期等におけるリハビリテーション体制は整いつつあるが、回復期、維持・

生活期までの総合的なリハビリテーション提供体制を推進する必要がある。

丹後医療圏

南丹医療圏

山城北医療圏

脳神経リハビリ北大路病院 （３６床）

京都大原記念病院 （１７２床）

京都民医連第二中央病院 （５１床）
洛陽病院 （３９床）
京都武田病院 （６０床）
久野病院 （４２床）

十条リハビリテーション病院 （９９床）
洛和会音羽病院 （５０床）
京都民医連中央病院 （４２床）
京都博愛会病院 （３０床）
蘇生会総合病院 （５４床）

◎

●

第二岡本総合病院 （４６床）

●

市立福知山市民病院 （４４床）

●

丹後中央病院（５０床）

中丹医療圏

□

山城南医療圏

●

京都きづ川病院 （５０床）

□

□

□

□

□

□

●

凡例

◎・・・

□・・・

●・・・

１５医療機関 ８６５床（平成２２年８月現在）

京都・乙訓医療圏

府リハビリテーション支援センター
（京都府立医科大学附属病院内）

京丹後市立弥栄病院

舞鶴赤十字病院

明治国際医療大学附属病院

第二岡本総合病院

済生会京都府病院

公立山城病院

市立福知山市民病院

回復期リハビリテーション病床保有病院

地域リハビリテーション支援センター

リハビリテーション支援センター及び回復期リハビリテーション病床の状況

府リハビリテーション支援センター

※ 回復期リハ病床（人口１０万人当たり） 全国：４６床、京都府：３２床（４０位）
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〔資源－人材〕
・リハビリテーション従事者は、京都市内に集中するなどの地域的偏在や介
護系施設に少ないなどの施設間の偏在がある。
・介護系施設で機能回復訓練を中心的に担っているのは看護職・介護職であ
る。

〔資源－施設〕
・リハビリテーションサービスの中心となる回復期リハビリテーション病床
数が少ない。

・維持・生活期における在宅系のサービス提供が不足している。
〔連 携〕
・医療系従事者（医師、看護師等）と介護系従事者（社会福祉士、介護福祉
士等）のリハビリテーションに関する意識の差により連携がとれていない
側面もある。

◆ 目指すべき姿 ◆新規施策と期待

される効果

本プランは、脳卒中をモデルに急性期から回復期、維持・生活期まで適切なリハビリテーションが受けられる体制のあり方を検討するこ
とで、他の疾患や障害の特性に応じ、かつ、一定地域で完結する総合的なリハビリテーション提供体制を構築することを目的に策定する。
また、高齢者が住み慣れた地域で安心して、いきいきと暮らせるようにするため、地域包括ケアシステムの一環として、在宅リハビリテー
ションの充実を担う。

京都府における地域リハビリテーション支援体制図

府民（高齢者・障害者・家族等）

（急性期・回復期リハ／救急医療施設、病院・診療所 維持期リハ／介護保険施設、在宅介護事業者等）地域のリハビリテ－ション施設

（支援・連携） （支援・連携） （支援・連携） （支援・連携） （支援・連携） （支援・連携）

《 丹 後 圏 域 》 《 中 丹 圏 域 》《 南 丹 圏 域 》 《 京 都 ・ 乙 訓 圏 域 》 《山城北圏域》《山城南圏域》

丹後圏域連絡会 中丹圏域連絡会 南丹圏域連絡会 ※京 都 市 域 乙訓地域連絡会 山城北圏域連絡会 山城南圏域連絡会

<地域支援センタ－> <地域支援センタ－> <地域支援センタ－> <地域支援センタ－> <地域支援センタ－> <地域支援センタ－>京都市身体障害者

京丹後市立弥栄病院 舞鶴赤十字病院 第二岡本総合病院 公 立 山 城 病 院明治国際医療大学附属病院 済生会京都府病院ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ
を中心に独自に事業展開

市立福知山市民病院

（支援・連携）

府保健所
府 立 医 科 大 学

市町村(保健センター)
京都府リハビリテーション支援センター

支援
※府立医科大学附属病院内に設置

維持・生活期

○初期のリハビリテー
ション実施
（身体・摂食えん下）

○廃用症候群の予防、
早期ＡＤＬの改善

救急医療

救
急
要
請

救
急
搬
送

○ 維持のリハビリテーション実施
（身体・言語・認知）

○ 在宅等への復帰及び 日常生活継続
支援

○ 集中的なリハビリテー
ション実施
（身体・言語・認知）

○ 高次脳機能障害や疾
病の再発予防治療、
基礎疾患・危険因子の
管理

日常生活への復帰及び維持機能回復

救命センター
基幹病院 等

リハビリテーション病院
回復期リハビリ病床を
有する病院、療養型病
床 等

回復期

転
院
時
連
携

転
院
・
退
院
時
連
携

急性期予防期

○
介
護
予
防

○
生
活
習
慣
病
予
防

発症
予防

社

会

参

加

社会的リハビリテーション医学的リハビリテーション

生
活
自
立

就
業
復
帰

病院（療養型等）、診療所（医療）
介護保険施設（介護）
通所・訪問リハ事業所（介護）
自立訓練サービス提供施設（福祉） 等

転院・退院時連携

発
症

総合的なリハビリテーション体制脳卒中をモデルとした

予 防

○就労移行支援、 就労継続支援サービスの
実施

就学・就労支援

就労支援サービス提供施設 等
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◆推進施策 ◆
１ 人材の確保・育成

○量の充足

地域間・施設間の偏在の解消、不足職種の充足

高校生を対象としたセラピスト（理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士）の就業体験の実施

北部施設や介護施設等への就業フェアの実施や人材バンクの設

置

府内就業希望のセラピスト（理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士）に対して奨学制度等を実施

府内における言語聴覚士養成施設・課程の設置誘導

○質の確保

専門職

府立医科大学でのリハビリテーション講座の開設

脳卒中リハビリテーション等の認定看護師資格の取得に対する

助成

セラピスト（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）のキャリ

アパス制度の創設

小規模事業所からの受入研修の拡充及び大規模事業所との交流

制度の創設

府リハビリテーション支援センターによる巡回事業所指導の実

施

言語聴覚士の不足地域等へ府リハビリテーション支援センター

からの人材育成等に係る人材派遣

専門職以外

看護職・介護職のキャリアパス制度の創設

府リハビリテーション支援センターによる巡回事業所指導の実

施（再掲）

２ 施設の拡充

○量の充足

医療系

回復期リハビリテーション病床の増床に対する支援

許可病床や施設基準等の規制の緩和

一般病床や療養型病床でのリハビリテーションサービスの提供

の拡充

介護系

地域の集会所等へ出向いた、リハビリテーションサービスの導

入

老人保健施設等での府認定訪問リハビリテーションサービスの

提供

北部の充実

北部地域でのリハビリテーション拠点病院の整備

府リハビリテーション支援センターの北部センターの設置

○質の確保

人材の育成・確保の確実な実施

老人保健施設や療養型病床等における回復期リハビリテーション病床

に続くサービスの充実のために人材育成等の実施
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３ 在宅リハビリテーションの充実

○人材の確保・育成

セラピスト（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）のキャリアパス

制度の創設（再掲）

小規模事業所からの受入研修の拡充及び大規模事業所との交流制度の

創設（再掲）

府リハビリテーション支援センターによる巡回事業所指導の実施（再

掲）

看護職・介護職のキャリアパス制度の創設（再掲）

○事業の拡充

訪問・通所リハビリテーション事業の充実・強化

地域の集会所等へ出向いた、リハビリテーションサービスの導入（再

掲）

老人保健施設等での府認定訪問リハビリテーションサービスの提供

（再掲）

○地域包括ケアシステムとの一体的な推進

府リハビリテーション支援センターの体制を強化し、地域包括ケアシ

ステムの一環として在宅リハビリテーション施策を推進

地域リハビリテーション支援センターの地域連携機能を強化し、在宅

リハビリテーションの充実のため、地域包括支援センター等と協働し

て、リハビリテーションサービスの提供を調整

４ 連携体制のシステム化

○医医・医介の円滑な連携の実施のために、ケアマネージャー、地域連携室

の機能の強化（情報・人材等）

ケアマネージャーに対して、リハビリテーションに関する知識の普及

退院調整看護師の養成

○府リハビリテーション支援センターによる京都市内の連携機能の強化

○地域リハビリテーション支援センターの地域連携機能の強化

地域内病院・施設の窓口担当者の定期的協議

地域連携パス等施設間連携のツールの普及

（介護施設までの利用促進）

５ 推進体制の整備

○府リハビリテーション支援センターの機能強化

リハビリテーションに係る施策企画・立案機能の強化

北部センターの設置（再掲）

○地域リハビリテーション支援センターの機能強化

在宅リハビリテーションの充実のため、地域包括支援センター等と協

働して、リハビリテーションサービスの提供を調整（再掲）

＜今後の展開＞

・脳卒中等を中心とした総合的なリハビリテーション提供体制をベースに、

第２期として障害者のリハビリテーション提供体制の整備

・府心身障害者福祉センターを高次脳機能障害の中核施設として機能強化

等
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検討委員からの 人 材

△

・理学療法士・作業療法士は全国で約１万人ほど養成され、今後は人材の不足で主な意見

はなく、質の確保が課題である。

・言語聴覚士は養成方法の違いもあり、未だ不足状態である。

・専門医、認定看護師は質の高い医療の提供が可能である。

施 設

△

・都市部以外では施設が足りないので、施設をつくれば人材を確保しやすいので

はないか。

連 携

△

・基礎資格が介護系のケアマネージャーが多くなっている。医療的な専門知識や

リハビリテーションに関する知識等の普及が必要

プラットフォー ＜ リハビリテーションに係る医療機関調査結果 ＞

（平成22年度実施、回答数144病院）ムなど現場から

のニーズ 提案 ＜ 介護保険リハビリテーションサービスの利用に係るアンケート調査 ＞、 、

（平成22年度実施、回答者数198人）検証結果等

＜ 回復期リハビリテーション病棟入院料算定医療機関及び訪問リハビリテー

ションサービス実施老人保健施設ヒアリング調査 ＞

（平成22年度実施、訪問数：回復期リハ4医療機関、訪問リハ3施設）
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きょうと健康長寿日本一プラン

検討委員会名 きょうと健康長寿日本一プラン政策検討会議（京都府がん対策検討会議）

担 当 部 課 健康福祉部 健康対策課

○がん対策については、京都大学・京都府立医科大学などのがん診療連携拠点病現 状 と 課 題

院（９ヶ所 、がん診療連携病院（４ヶ所）を中心とした医療体制の整備や検）

診受診率促進キャンペーン、たばこ対策、相談支援センターの設置などをがん

対策推進計画に基づき実施してきた。

しかしながら、がんは依然として死亡原因の 位であり、毎年 千人を超える

○

1 7
府民が亡くなっており、高齢化に伴い更にがん患者の増加が予想される。

○がん対策の推進には、府民や医療関係者等の理解・協力が不可欠であり、今後

もより効果的ながん対策を総合的に進めていく必要がある。

〔予防・早期発見〕

・予防効果を上げるため、取組分野を絞る等重点化が必要

・啓発を進めているが、受診率が全国的に見てまだ低位

・受診率の向上に伴う受診者の増加に対応した受け入れ体制の整備が必要

〔治療・緩和〕

・患者の負担軽減の観点・専門性等を考慮した医療体制の整備、専門医の養

成が必要

・緩和ケア病床の充実、在宅での緩和ケア体制の整備が必要

丹後医療圏

南丹医療圏

山城北医療圏

□

中丹医療圏

山城南医療圏

京都・乙訓医療圏

京都府におけるがん診療連携拠点病院、連携病院

凡例

◎・・・

●・・・

◆・・・ がん診療連携病院

地域がん診療連携拠点病院

都道府県がん診療連携拠点病院

府立医科大学附属病院

京都大学医学部附属病院

京都第二赤十字病院

京都第一赤十字病院

京都医療センター

京都桂病院

京都市立病院

福知山市民病院

◎

◎

●

●

●

●

●

●

舞鶴医療センター

●

◆

◆

◆

◆

第二岡本総合病院

公立山城病院

公立南丹病院

府立与謝の海病院
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・がん登録の調査・分析体制の充実が必要

〔患者・家族・遺族への情報提供・支援〕

・療養生活の不安を解消するため患者どうしの交流・情報交換の場の充実

◆がん対策推進条例の制定◆新規施策と期待

○府の果たすべき役割を条例で明らかにし、より着実ながん対策推進の拠り所と
される効果

する

○保健医療関係者や府民等に広く協力を呼びかけ、関係者が一体となった取組を

推進

○受動喫煙対策、がん患者団体の支援等、がん対策基本法に規定のない事項につ

いても積極的に取組、対策を強化するため、府の役割を明確に位置付ける

条例制定の基本的な考え方

１．制定趣旨・条例の理念

・府・関係者・府民等が一体となり総合的ながん対策に取り組む

・患者本位・患者目線の観点から、療養生活に伴う様々な不安を軽減

２．府の行うべき施策

・予防手段の普及や啓発

・検診受診率の向上や検診実施体制の確保等がんの早期発見

・専門人材の養成確保や緩和ケアの普及等医療体制の構築

・がんに関する研究推進、罹患・治療データ等の蓄積・活用

・患者・家族・遺族に対する情報提供や患者相互の支え合いの場の構築等

患者支援

・国や関連学会等に対し、必要な取組を要請

３．関係者に期待される役割

・保健医療：府や市町村のがん対策への協力

関係者 自らの技能向上に向けた自己研鑽

がんに関する研究、研究データの蓄積・活用

・府 民：がんの知識を学び予防に努める

検診受診など早期発見に努める

・事業者：従業員への予防啓発・検診受診勧奨

従業員やその家族が、がんになっても働ける環境づくり

４．条例の推進体制

・条例の趣旨を踏まえた新たながん対策推進計画の策定

・がん対策推進のための専任組織を設置するなど、施策の執行体制の強化

・府民、関係者等と連携してがん対策を推進するため、府民会議を設置

（期待される効果）

府の行うべき取組、整備すべき体制等を条例に責務として位置づけること

△

で、がん対策の各分野における推進が期待される。

条例に規定することで、府民や関係者に対し連携・協力を呼びかけやすい

△

環境が整備されるため、関係者一体となった、がん対策の推進体制の構築が

期待される。
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◆総合的ながん対策の実施◆
１ 予 防

○予防効果が明確な取組の優先的な実施

子宮頸がん予防ワクチン接種の支援

行政庁舎等の全面禁煙化､受動喫煙防止の取組強化､防煙教育等の推進

（期待される効果）

予防・死亡率減少効果のある施策を重点的に推進することで、年齢調整死

△

亡率等の減少をより促進することが期待される

２ 早期発見

○受診しやすい環境づくり

検診受診に係る啓発の充実

特定健診とのセット化

休日検診の実施、乳がん検診等についての広域化

○検診機関の拡大や従事者の育成・確保

乳がん検診等の検診実施医療機関の増加、専門従事者の養成等マンパ

ワーの確保を支援

早期診断に携わる医療従事者確保のため、医師会等の関係団体と連携

し、各地で行われる研修等の受講を促進

○検診方法の見直し

国に対し効率的な検診実施方法の検討を要望

（期待される効果）

がん検診受診の働きかけを行う一方で、受診者の増加に対応しうる体制を
△

確保することで、多くの府民が、質の高い検診を受診できるようになるこ

とが期待される。

３ 治療、緩和ケア

○通院や診療開始までの待機時間等、がん患者の療養生活の負担の軽減

５大がんの地域連携パスの普及

二次医療圏等の地域単位で整備・充実する分野と、放射線治療等より

広範囲で整備すべき分野等をがん医療分野別に検討

小児がん患者の長期フォローアップ体制の強化

○医療従事者の専門知識・資格の修得の推進

大学病院における放射線・緩和ケア等に係る専門医・看護師等の養成

機能の充実

認定等看護師・薬剤師養成に係る支援制度の創設

○緩和ケアの充実

緩和ケア病床の設置支援

緩和ケアチームに係る専門医療従事者育成

在宅緩和ケア支援体制の充実

○がんに関する研究の推進、データの収集・分析や施策評価等への活用

粒子線等先進的治療方法の普及、開発を支援

がん登録のデータ蓄積・施策への活用の仕組みを充実
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（期待される効果）

府内により多くの専門家を養成・確保することで、個々の技能向上はもち

△

ろん、所属施設の取組強化や、他の医療従事者への研修を通じ、全体の診

療機能のレベルアップが期待される。

緩和ケア病床や、緩和ケアチームを整備することで、患者の療養生活の質

△

の確保が適切に行われる。

府民にとって先進的な治療の恩恵がより受けやすくなるとともに、統計的

△

評価に基づくがん対策の推進、がん情報の提供が期待できる。

４ 患者・家族・遺族への情報提供、支援

○患者・家族等の療養生活の不安への対応

患者サロン等の開設支援

ピアカウンセラー（がん経験者である相談員）の養成支援

がん総合相談体制の整備

○患者・家族・遺族への情報の提供

患者必携等パンフレットの作成

患者サロン等と連携したきめ細かい情報提供体制の整備

（期待される効果）

現在患者サロンのある地域以外でのサロンの開設や、きめ細かい情報提供

△

により、より多くの患者の不安を解消することが期待される。

５ 推進体制の整備

○条例の趣旨を踏まえた新たながん対策推進計画を策定

○がん対策推進のため府に専任組織を設置するなど、施策の執行体制を強化

○ピンクリボンなどがんに関する運動体や民間企業、医療関係団体、患者・

家族団体、学識経験者等で構成するがん対策推進のための府民会議を設置

し、がん撲滅のための府民運動を展開

（期待される効果）

がん対策について専任の組織を設置し、関連施策を集約し・体制を強化す

△

るとともに、府民・関係者との連携体制を強化することで、総合的な施策

の推進が期待される。

検診のマンパワーの確保や、通常の診療において、がんが疑われる患者を適切検討委員からの

△

に専門病院に紹介する等、開業医の協力やスキルアップは重要。学習機会はあ主な意見

るが、参加する者が限られている。政策的にインセンティブが与えられればよ

い。

二次医療圏内の完結、拠点病院での完結を一律に目指すのではなく、柔軟性の

△

あるシステムを指向すべき。患者の待ち時間等負担の問題もあり、多くの医療

機関ががん診療に関わり、連携することが必要。

プラットフォー ＜検討会にがん患者・家族・遺族を招聘し意見をお聞きした＞

・家族の亡くなるとき、緩和ケアで残された時間を思うように過ごすことが出来ムなど現場から

て良かった。多くの病院で緩和ケアが提供されることを望む。のニーズ 提案、 、

・家族・遺族も患者と同様に不安・喪失感が大きい。がん患者サロンに助けられ検証結果等

たので、多くの病院でがん患者サロンが設置されればよいと思う。全ての患者

に必要ではないが、患者の数に対し少ないと感じる。
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